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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
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一 

 



 

一 

日
産
自
動
車
株
式
会
社
（
以
下
「
日
産
」
と
い
う
。
）
と
、
そ
の
従
業
員
で
組
織
し
て
い
る
労
働
組
合
で
あ
る
日

本
労
働
組
合
総
評
議
会
全
国
金
属
労
働
組
合
東
京
地
方
本
部
プ
リ
ン
ス
自
動
車
工
業
支
部
、
そ
の
上
級
組
織
で

あ
る
日
本
労
働
組
合
総
評
議
会
全
国
金
属
労
働
組
合
東
京
地
方
本
部
、
同
全
国
金
属
労
働
組
合
（
以
下
こ
れ
ら

を
「
労
働
組
合
」
と
い
う
。
）
と
の
間
に
、
昭
和
四
十
年
日
産
と
プ
リ
ン
ス
自
動
車
工
業
株
式
会
社
の
合
併
発
表

以
来
、
労
使
の
紛
争
が
続
い
て
い
る
が
、
そ
の
経
過
と
現
状
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

右
労
働
組
合
と
組
合
員
が
、
日
産
並
び
に
そ
の
使
用
人
ら
が
行
つ
た
労
働
組
合
法
第
七
条
違
反
、
労
働
基
準

法
違
反
、
人
権
侵
害
、
暴
力
行
為
な
ど
に
つ
い
て
、
昭
和
四
十
年
以
降
、
東
京
都
地
方
労
働
委
員
会
、
中
央
労

働
委
員
会
、
東
京
地
方
裁
判
所
、
横
浜
地
方
裁
判
所
、
東
京
高
等
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
、
東
京
法
務
局
人
権

擁
護
部
、
警
視
庁
・
荻
窪
警
察
署
、
三
鷹
警
察
署
、
立
川
警
察
署
、
東
京
地
方
検
察
庁
、
関
係
（
中
野
、
三
鷹
、 
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三 

先
の
東
京
高
等
裁
判
所
の
判
決
で
明
ら
か
の
よ
う
に
、
日
産
で
は
男
女
差
別
（
定
年
、
賃
金
等
）
が
行
わ
れ
て

い
る
。
三
月
十
三
日
付
「
日
本
経
済
新
聞
」
に
は
、
右
判
決
に
つ
い
て
森
山
労
働
省
婦
人
少
年
局
長
の
談
話
と

し
て
、
「
一
歩
前
進
の
判
決
、
労
働
省
の
行
政
指
導
に
さ
ら
に
根
拠
を
与
え
た
も
の
と
し
て
心
強
く
思
う
」
と
積

極
的
に
評
価
し
て
い
る
が
、
政
府
・
労
働
省
は
、
日
産
の
男
女
差
別
に
つ
い
て
い
か
な
る
指
導
を
行
う
の
か
見

解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

立
川
、
中
央
）
労
働
基
準
監
督
署
、
東
京
労
働
基
準
局
、
労
働
保
険
審
査
会
な
ど
に
、
不
当
労
働
行
為
の
申
立

て
、
労
働
基
準
法
違
反
の
申
告
、
仮
処
分
申
請
、
本
提
訴
、
控
訴
、
告
訴
、
告
発
、
再
審
申
立
て
等
を
行
つ
た

と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
と
件
数
、
結
果
、
進
行
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

併
せ
て
、
多
く
の
不
当
労
働
行
為
救
済
命
令
、
仮
処
分
、
判
決
、
決
定
、
認
定
と
和
解
が
な
さ
れ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
と
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

さ
ら
に
、
右
労
働
組
合
の
組
合
員
が
「
兵
器
生
産
に
反
対
」
と
い
う
信
条
を
持
つ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
仕
事 

四 

 



 

 

五 

を
与
え
な
い
な
ど
の
差
別
を
行
つ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
情
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
、
こ
れ
が
事
実
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
憲
法
・
労
働
基
準
法
違
反
に
と
ど
ま
ら
ず
、
基
本
的
人
権
を
侵
害
す

る
不
法
・
不
当
な
行
為
と
思
う
が
、
労
働
省
、
法
務
省
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 

日
産
の
有
価
証
券
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
会
社
内
に
あ
る
日
産
自
動
車
労
組
と
全
金
プ
リ
ン
ス
自
工
支
部
を
差

別
的
に
記
載
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
事
実
な
ら
不
当
行
為
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
そ
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
大
蔵
省
の
見
解
を
求
め
る
。 

五 

昭
和
四
十
年
以
来
、
す
で
に
十
数
年
に
わ
た
つ
て
不
法
行
為
を
重
ね
て
い
る
日
産
の
社
会
的
責
任
に
つ
い 

て
、
政
府
・
通
産
省
、
労
働
省
は
ど
の
よ
う
な
指
導
を
行
つ
て
い
る
か
、
こ
の
紛
争
解
決
に
当
た
つ
て
ど
の
よ

う
な
処
置
を
考
え
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


